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主       文 

     被告人を懲役３年及び罰金３００万円に処する。 

     未決勾留日数中１４０日をその懲役刑に算入する。 

     その罰金を完納することができないときは、金１万円を１日に換算した

期間被告人を労役場に留置する。 

     この裁判が確定した日から５年間その懲役刑の執行を猶予する。 

     被告人から金２３２６万５０５９円を追徴する。 

理       由 

（罪となるべき事実） 

 被告人は、性風俗関連特殊営業店に性的役務を提供する女性を紹介する等の事業

を営んでいたものであるが、 

第１ Ｙ１と共謀の上、同人がスカウトしたＡ（当時２１歳）を、不特定多数の男

性客を相手に性交等の性的役務を提供する売春婦として雇用させる目的で、令

和４年１０月１８日、石川県内又はその周辺において、自己が使用する携帯電

話機のアプリケーションソフト「ＬＩＮＥ」を利用し、不特定多数の男性客を

相手に対価を得て性交をさせる個室付浴場「ａ」の経営者Ｇに対し、Ａを売春

婦として紹介して雇用させ、もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、

職業紹介を行った 

第２ 財産上不法な利益を得る目的で、前記Ｇが犯した売春防止法違反の犯罪行為

により得た財産の帰属を仮装しようと考え、Ｙ２と共謀の上、令和５年７月１

０日から令和６年６月１０日までの間、１２回にわたり、別表１（添付省略）

記載のとおり、前記Ｇが、不特定多数の男性客から代金を徴して、売春婦であ

るＡ及びＢと男性客らに前記「ａ」の個室を利用させて売春させ、売春を行う

場所を提供することを業として得た犯罪収益の一部である合計４１５万７７

９０円が混和した現金合計４７８万７１４０円を、被告人が管理するｄ銀行株

式会社ｅ支店に開設された前記Ｙ２名義の普通預金口座に振込入金させ、もっ
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て犯罪収益等の取得につき事実を仮装した 

第３ 法定の除外事由がないのに、令和４年１２月９日から令和５年６月１２日ま

での間、８回にわたり、別表２（添付省略）記載のとおり、前記Ｇが、不特定

多数の男性客から代金を徴して、前記Ａ及びＢと男性客らに前記「ａ」の個室

を利用させて売春させ、売春を行う場所を提供することを業として得た犯罪収

益の一部である合計２４８万８４４０円が混和した現金合計２５３万７４４０

円を、その情を知りながら、被告人が管理するｄ銀行株式会社ｆ支店に開設さ

れた被告人名義の普通預金口座に振込入金させ、もって犯罪収益等を収受した 

第４ Ｙ３と共謀の上、氏名不詳者がスカウトしたＣを、不特定多数の男性客を相

手に性交等の性的役務を提供する売春婦として雇用させる目的で、令和５年５

月１６日頃、前記Ｙ３が、石川県内又はその周辺において、前記「ＬＩＮＥ」

を利用し、不特定多数の男性客を相手に対価を得て性交等をさせる個室付浴場

「ｂ」等の経営者Ｈに対し、Ｃを売春婦として紹介して雇用させ、もって公衆

道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介を行った 

第５ Ｙ４と共謀の上、氏名不詳者がスカウトしたＤを、不特定多数の男性客を相

手に性交等の性的役務を提供する売春婦として雇用させる目的で、令和６年１

月４日頃、前記Ｙ４が、石川県内又はその周辺において、前記「ＬＩＮＥ」を

利用し、前記Ｈに対し、Ｄを売春婦として紹介して雇用させ、もって公衆道徳

上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介を行った 

第６ 財産上不法な利益を得る目的で、茨城県土浦市（所在地省略）個室付浴場「ｂ」

及び同市（所在地省略）個室付浴場「ｃ」等の経営者である前記Ｈほか１名が

犯した売春防止法違反の犯罪行為により得た財産の帰属を仮装しようと考え、

氏名不詳者と共謀の上、不特定多数の男性客から代金を徴して、前記いずれか

の浴場の売春婦であるＥほか１名と男性客らに前記いずれかの浴場の個室を

利用させて売春させ、売春を行う場所を提供することを業として得た犯罪収益

の一部である合計２８４万５５５０円が混和した現金合計１７１４万８４２
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５円を、その情を知りながら 

  １ 令和５年３月１０日から同年７月１０日までの間、５回にわたり、別表３

（添付省略）記載のとおり、前記Ｈに、犯罪収益１１１万９６５０円が混和

した現金合計７５６万９５７５円を、氏名不詳の者が管理するｇ銀行株式会

社ｈ支店に開設されたＩ名義の普通預金口座に振込入金させ 

  ２ 令和５年８月１０日から令和６年４月１０日までの間、８回にわたり、別

表４（添付省略）記載のとおり、前記Ｈに、犯罪収益１７２万５９００円が

混和した現金合計９５７万８８５０円を、氏名不詳の者が管理するｄ銀行株

式会社ｅ支店に開設されたＪ名義の普通預金口座に振込入金させ 

  もって犯罪収益等の取得につき事実を仮装した。 

（法令の適用） 

１ 構成要件及び法定刑を示す規定 

  被告人の判示第１、第４及び第５の所為はいずれも刑法６０条、令和４年法律

第６８号（以下「整理法」という。）４４１条１項により同法による改正前の職

業安定法６３条２号に、判示第２及び第６の所為はいずれも包括して刑法６０条、

整理法４４１条１項により同法による改正前の組織的犯罪処罰法１０条１項前段

に、判示第３の所為は包括して整理法４４１条１項により同法による改正前の組

織的犯罪処罰法１１条本文に、それぞれ該当する。 

２ 刑種の選択 

判示第１、第４及び第５の罪についてはいずれも懲役刑を、判示第２、第３及

び第６の罪についてはいずれも懲役刑及び罰金刑をそれぞれ選択する。 

３ 併合罪の処理 

以上は整理法４４１条１項により令和４年法律第６７号による改正前の刑法

（以下「旧刑法」という。）４５条前段の併合罪であるから、懲役刑については

同法４７条本文、刑法１０条（ただし、１項は旧刑法）により刑及び犯情の最も

重い判示第４の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については刑法４８条１項によ
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りこれをその懲役刑と併科することとし、同条２項により判示第２、第３、第６

の各罪所定の罰金の多額を合計する。 

４ 宣告刑の決定 

以上の刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役３年及び罰金３００万円に処する。 

５ 未決勾留日数の算入 

  刑法２１条を適用して未決勾留日数中１４０日をその懲役刑に算入する。 

６ 労役場留置 

  その罰金を完納することができないときは、刑法１８条により金１万円を１日

に換算した期間被告人を労役場に留置する。 

７ 刑の執行猶予 

情状により整理法４４７条、刑法２５条１項を適用してこの裁判が確定した日

から５年間その懲役刑の執行を猶予する。 

８ 追徴 

  被告人が判示第２、第３及び第６の犯行により取得につき事実を仮装し又は収

受した犯罪収益等２４４７万３００５円は組織的犯罪処罰法１３条１項５号に該

当するが、このうち被告人がｄ銀行株式会社に対して有する被告人名義の普通預

金債権（同銀行ｆ支店、口座番号〇〇〇〇）のうち５０円に相当する部分及びＹ

２がｄ銀行株式会社に対して有するＹ２名義の普通預金債権（同銀行ｅ支店、口

座番号〇〇〇〇）のうち９４円に相当する部分（なお、前記Ｙ２名義の口座は被

告人が実質的に管理する口座であり、その普通預金債権は被告人に帰属する。）

の合計１４４円を差し引いた２４４７万２８６１円については、犯罪収益等であ

る財産を特定できず、没収することができないので、同法１６条１項本文により、

その価額のうち、検察官の求刑に従い、２３２６万５０５９円を被告人から追徴

する。 

  なお、前記被告人名義の普通預金債権のうち５０円に相当する部分及びこれに

対する令和４年１２月９日からの利息債権、前記Ｙ２名義の普通預金債権のうち
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９４円に相当する部分及びこれに対する令和５年７月１０日からの利息債権は、

いずれも共犯者Ｙ１に対する確定判決により没収されている。 

（量刑の理由） 

被告人は、性風俗店で稼働する女性をスカウトする者と性風俗店とを仲介する事

業者「Ｚ」の経営者であり、その事業を遂行する中で、判示第１、第４及び第５の

とおり、「Ｚ」従業員である共犯者らと共謀の上、女性３名を売春婦として性風俗

店に紹介して雇用させ、うち１名を含む女性らが性風俗店において売春をした売上

げの一部について、判示第２、第３及び第６のとおり、性風俗店に対する顧問料及

びスカウト役への報酬であるスカウトバックに充てる資金として、自己又は他人名

義の預金口座に振込入金させ、犯罪収益等を収受し、又はその取得につき事実を仮

装した。本件各犯行は、広範囲かつ大規模に女性の紹介を行う中で敢行された、職

業的かつ組織的な犯行の一環である。被告人は、「Ｚ」を統括する立場にある者と

して、各従業員の役割を分担させて指示を行うとともに、自身もその仲介業務の一

部を担当するなど、効率的に女性を有害業務に就かせる仕組みを構築し、本件犯行

を主導した。紹介を受けた女性らはそれぞれ性交等の性的役務を繰り返し提供する

ことになり、公衆道徳上の有害性は大きく、結果は軽くはない。また、受領した顧

問料等が混和した犯罪収益等の額は、起訴されたものだけでも２４４７万円余りに

上り、相当多額である。 

以上によれば、犯情は悪く、被告人の刑事責任はおよそ軽視できるものではない。 

他方、本件各犯行は、女性に性風俗店での就労を強制して敢行されたものではな

く、起訴分に係る犯罪収益等の受領額を踏まえた同種事犯との比較のほか、被告人

が、罪を認め、「Ｚ」の活動状況を具体的に供述し、事件関係者と関わらない旨述

べるなど反省の態度を示したこと、妻が監督を誓約したこと、前科がないことなど

の諸事情も考慮すると、実刑以外に選択の余地がないとも断じ難い。被告人を主文

の刑に処し、その懲役刑の執行を猶予するとともに、この種犯罪が割に合わないこ

とを示すため、相応の罰金刑を併科するのが相当であると判断した。なお、組織的
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犯罪処罰法における犯罪収益の没収及び追徴の規定の趣旨、本件の態様、被告人の

地位等に照らし、追徴可能額のうち、追徴保全命令が発付されている主文掲記の金

額について追徴するのが相当である。 

よって、主文のとおり判決した。 

（求刑 懲役５年及び罰金４００万円、主文同旨の追徴） 

 令和７年１１月１２日 

  高松地方裁判所刑事部 

 

       裁判長裁判官     横  山  浩  典 

 

 

 

          裁判官     池  内  継  史 

 

 

 

          裁判官     安  部  祐  希 

 


